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法改正等による改訂 

 

令和８年４月１日の行政手引の変更により、下記のとおり、本書の記載を改めます。 

 

記 

 

P.14問題８ 

（変更前）……62歳の一般被保険者が令和８年８月１日から同年９月 15日まで 

↓ 

（変更後）……62歳の一般被保険者が令和８年８月１日から同年９月 30日まで 

 

P.15解説８ 

（変更前）……教育訓練休暇取得の認定を受けた日が１日でもある暦月は、高年齢雇

用継続給付の支給対象月とはならないため、 

↓ 

（変更後）……暦月の初日から末日まで引き続いて教育訓練休暇取得の認定を受けて

いる暦月は、高年齢雇用継続給付の支給対象月とはならないため、 

 

以上 

 


